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１ 茨城県総合計画の審議状況について

２ これまでの審議内容・ご意見について

３ 行政監査報告書について

４ 「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」改定のポイント
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説明内容



資料１「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について

１ 茨城県総合計画の審議状況について

3

・次期計画（案）

• 第３回総合計画審議会(12月)で次期計画案が、第４回総合計画審議会(１月)で答申原案が審議された

・文化振興については、「新しい人材育成」から「新しい夢・希望」に記載箇所が移動
・主な取組③において「学校」に加えて「美術館、文化施設」が記載 委員からの意見は無し

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

茨城県総合計画
第１回
現計画の進捗

第２回
次期計画(素案)

第３回
次期計画案

第４回
答申原案

第５回 答申案
第６回 答申

茨城県文化振興計画
アクションプラン

第１回
Ｒ７事業

第２回
現ﾌﾟﾗﾝの進捗

第３回
次期ﾌﾟﾗﾝ(素案)

（意見聴取）
第４回
次期ﾌﾟﾗﾝ(案)

（改定）
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２ これまでの審議内容・ご意見について

対象箇所 頁数 番号 ご意見
新プラン

◎…反映
○…一部反映

Ⅰ アク
ションプ
ランにつ
いて

１ ①
３（５）「文化施設の機能の充実」は、例えば「文化施設の整備及び機能の充実」といっ
た少し積極的な文言を追加してはいかがか。 ◎

Ⅱ 本県
の文化芸
術を取り
巻く環境

２

②
H30（2018）にも、文化財保護法の大きな改正があった。保存から活用へと大きく舵を切
り、地方自治体の首長部局の管理も条例によって可能になるよう地教行法も改正され、茨
城県でも文化財保存大綱を作っている。この時の文化財保護法改正にも触れてはいかがか。

◎

③

伝統文化の保存継承への社会的理解がまだ足りないことが、伝統文化存続への大きな足枷
となっている。社会的理解が得られるような啓発が必要。

（理由）
働く世代が、地域の伝統文化に参加しやすい環境づくり（休暇の取りやすさ等）が十分

ではなく、30代～50代の担い手不足の原因となっているため。

◎

④

(３)「多様性を尊重した社会の実現についての要請」で、「性別、年齢、障害の有無、国
籍など」の「など」について、国際博物館協会ICOMでは、 ①文化の違い、②貧困対策、
③LGBTQ等が「多様性」の大きな課題とされている。多様性というのは、設備のことも経
済のことも含めて広く存在しているので、どこかにそういう文言が入ると良い。

○

Ⅲ 施策
体系図

３ ⑤

３文化的資産の活用等（２）「文化財の保存等」

法律の解釈上は保護＝保存＋活用だが、従来保存に重点が置かれ（緊急に必要だったた
め）、既述のとおりH30に活用を強調した法改正に至った。「保存と活用」と明記しては
いかがか。

◎

委員の皆様からいただいたご意見については、以下のとおり、第３次アクションプランへ反映（一部反映も含む）

いたしました。
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２ これまでの審議内容・ご意見について

対象箇所 頁数 番号 ご意見
新プラン

◎…反映
○…一部反映

Ⅳ 各種
施策の
内容

４

⑥

１ 人材の育成等（１）文化の担い手の育成及び確保

文化施設職員等を対象に、各種公演・展示等の企画及び事業運営などの実践能力を向上さ
せるための取組や文化財の保存と活用を図る人材の育成などを実施します。

↓（修正）
学芸員や教育普及担当、デザイナー等の専門職について、育成を体系化し、計画的な育成
と知識の継承を進めます。外部専門家との連携も取り入れ、専門性の強化を図ります。

◎
※文言調整

⑦

１ 人材の育成等（２）次世代を担う子どもたちの育成

美術館・博物館等において、学校との連携強化を図り、児童生徒が楽しめる展示や教育普
及活動に積極的に取り組みます。

↓（修正）
美術館・博物館等において、学校との連携強化を図り、児童生徒が楽しめる体験型展示や
ワークショップ等の教育普及プログラムの充実に積極的に取り組みます。

◎

※文言調整

⑧
１ 人材の育成等（２）次世代を担う子どもたちの育成
「美術館・博物館等」だけでなく、「劇場」も触れたほうが良いのではないか。 ◎

５

⑨
２ 文化の振興（４）文化を活用した地域づくり

「新たに文化を創造」は何を想定しているのか例示があったほうがよいのではないか。
◎

⑩

２ 文化の振興（４）文化を活用した地域づくり
・地域において新たに文化を創造し、それを特色ある地域づくりに活用する取り組みを促
進します。
↓（修正）
・各施設と地域の観光資源を組み合わせ、共通チケットやツアー造成等により回遊性を高
めます。観光協会、大学、NPO等と連携し、文化と観光を連動させた推進体制を整備しま
す。

○

※６頁３（１）
で一部反映
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２ これまでの審議内容・ご意見について

対象箇所 頁数 番号 ご意見
新プラン

◎…反映
○…一部反映

Ⅳ 各種
施策の
内容

７

⑪
４ 文化活動の充実（２）高齢者、障害者等の文化活動の普及

「新たな仕組みの導入」について、例示があったほうが良いのではないか。
◎

⑫

５ 文化活動の支援体制の充実等（１）文化情報の収集及び提供

・ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）などを活用した情報の提供に取り
組みます。

↓（修正）
・今後は、ＳＮＳに加え、デジタルアーカイブやオンライン鑑賞等の先端技術を積極的に
活用し、引き続き、様々な県内の文化情報を効果的に発信していく。

○
※８頁５（３）
で一部反映

８

⑬

５ 文化活動の支援体制の充実等（２）推進体制の整備

（追加）
・推進体制の整備にあたり、教育委員会と知事部局等が文化振興の方向性を共有し、庁内
横断の協議体を設置する。これにより、文化行政を総合的かつ一体的に推進するための連
携体制を強化する。

◎
※６頁３（１）
で文言調整し

反映

⑭

５ 文化活動の支援体制の充実等（２）推進体制の整備
「◎県民、市町村、文化団体、事業者、大学等との連携・協働」としてはいかがか。
「◎文化施設の連携体制の強化」を、「◎県内文化施設・団体の連携体制の強化」として
はいかがか。

○
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２ これまでの審議内容・ご意見について

対象箇所 頁数 番号 ご意見
新プラン

◎…反映
○…一部反映

Ⅳ 各種
施策の内

容
８

⑮

５ 文化活動の支援体制の充実等（３）文化施設の機能の充実

・文化施設では、専門的人材の育成・確保に努め、多様化する県民ニーズに対応した公演
や展示等の実施に努めます。

↓（修正）
・文化施設では、専門的人材の育成・確保に努め、多様化する県民ニーズに対応した公演
や多言語対応や、ストーリー型・体験型の展示の充実に努めます。

◎

※文言調整

⑯

５ 文化活動の支援体制の充実等（３）文化施設の機能の充実

（下線部追加）

文化施設では、専門的人材の育成・確保に努め、多様化する県民ニーズに対応した公演、
ストーリー性のある展示の充実やデジタル・アーカイブ等の活用により、誰もが文化資源
にアクセスしやすいアクセシビリティの向上を図りつつ、施設の魅力アップを図る。

理由：アクセシビリティを加えることで、デジタル施策が効率化や保存にとどまらず、誰
もが文化資源にアクセスできる環境づくりにつながることを示し、意義が深まる。

◎
※７頁４（１）

で反映

⑰

５ 文化活動の支援体制の充実等（５）財政上の措置

（下線部追加）

・茨城県文化振興基金を活用するとともに、補助金や企業パートナーシップ、寄附など外
部資金の導入を進め、必要な財源の確保に努めます。

◎

※文言調整

Ⅴ 第２
次茨城県
文化振興
計画アク
ションに
おける取
組の成果
と事業KPI

９～ ⑱ ・ＫＰＩは、少子高齢化による人口減少の現実を考慮すれば、現状維持でも良いと思う。 ◎

11 ⑲
・現代茨城作家美術展については、現美展（正式名称：現代茨城作家美術展） と記載し
て欲しい。

◎
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４ 第３次アクションプランの改定のポイント

資料１

（１）アクションプランの構成

• 現行の第２次アクションプランに、

「本県の文化芸術を取り巻く環境」と

「第２次茨城県文化振興計画アクションプランにおける取組の成果と事業ＫＰＩ」を追加

第３次（案） 第２次（現行）

Ⅰ アクションプランについて【修正】 

Ⅱ 本県の文化芸術を取り巻く環境【新規追加】

Ⅲ 施策体系図【修正】 

Ⅳ 各種施策の内容【修正】 

Ⅴ 第２次アクションプランにおける取組の成果と事業ＫＰＩ 【新規追加】 

Ⅵ 数値目標（事業ＫＰＩ）【修正】

Ⅶ 施策及び数値目標一覧【修正】

１ アクションプランについて 

○○○○○○○○○○○○○○

２ 施策体系図 

３ 各種施策の内容

○○○○○○○○○○○○○○

４数値目標（事業ＫＰＩ）

５施策及び数値目標一覧

13

「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について

施策の前提となる課題等を記載

第２次の成果をチェックし、それを踏まえた第３次ＫＰＩの考え方を記載



４ 第３次アクションプランの改定のポイント

資料１

（２）各項目の主な変更点等について

「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について

14

• 人口減少、少子高齢化、国の動向など、施策の前提となる課題等についての記述を新たに追加

• 前回審議会時の素案に「３ 関連法の改正と国の動向について」を新たに追加

➢ 文化観光推進法の制定 … 前述の「行政監査報告書」にも関連

➢ 文化財保護法の改正 … 文化財の保存・活用の促進等 Ⅳ 各種施策の内容に反映

➢ 博物館法の改正 … 前述の「行政監査報告書」にも関連

Ⅱ 本県の文化芸術を取り巻く環境【新規追加】 P.2

• ２ 文化の振興（１）芸術の振興（P.5）

➢ 県民文化センターのさらなる魅力向上 … 利用者が減少している中、新たな需要の発掘などに努める

• ３ 文化的資産の活用等（１）文化的資産の活用（P.6）

➢ 市町村や関係団体等との連携強化、教育委員会と知事部局を横断したネットワークの形成

… 前述の「行政監査報告書」にも関連、Ⅶ 施策及び数値目標一覧に新規項目を追加

• ４ 文化活動の充実（１）県民の文化活動の充実（P.7）

➢ 居住する地域に加えて、障害の有無、交通状況、言語的背景など個人の置かれた状況を包括的に考慮

… リアル（移動展覧会等）とデジタル（YouTube配信、デジタル・アーカイブ等）両面の取組

• ５ 文化活動の支援体制の充実等（５）財政上の措置（P.8）

➢ 基金に加えて、国庫補助金、寄付、クラウドファンディング等の外部資金の獲得を想定

Ⅳ 各種施策の内容【修正】 P.4～

新旧対照表の該当ページ
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• 第２次（R4(2022)～R7(2025)）の成果を踏まえ、第３次のＫＰＩ設定の考え方を整理

Ⅴ 第２次の取組の成果とＫＰＩ 【新規追加】 P.9～

基本的施策 指標名
基準値 上段：目標値 下段：実績

R2 R4 R5 R6 R7

１ 人材の育成等

県芸術祭の参加者数 16,824人
26,000人 35,000人 36,000人 37,000人

26,311人 32,210人 28,029人 24,847人

関連事業※の参加者数
   ※文化芸術体験出前講座、器楽セミナー

9,574人
11,000人 13,000人 13,000人 13,000人

14,888人 13,799人 22,288人 19,705人(1月末時点)

２ 文化の振興

県民文化センターの利用者数 13万人
40万人 60万人 60万人 60万人

34万人 34万人 27万人 約30万人(年度見込)

伝統文化団体への発表機会提供 11団体
15団体 30団体 35団体 40団体

24団体 28団体 35団体 39団体(2/18時点)

３ 文化的資産の
  活用等

―

４ 文化的活動
  の充実

現代茨城作家美術展の入場者数 8,276人
- 8,800人 - 10,000人

- 8,515人 - 8,788人

移動展覧会の参加者数（３会場で開催） 3,198人
4,000人 5,000人 5,500人 6,000人

4,821人 7,880人 10,649人 8,240人(2/17時点)

５ 文化活動の
  支援体制の
  充実等

各種媒体を通じた文化情報の発信件数 212件
290件 360件 430件 500件

291件 478件 546件 571件(2/18時点)

アクアワールド大洗水族館の入館者数 65万人
110万人 120万人 120万人 120万人

120万人 121万人 126万人 約125万人(年度見込)



４ 第３次アクションプランの改定のポイント

資料１

（２）各項目の主な変更点等について

「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について

16

• 第３次プランでは、R6実績を基準値とし、各指標を現状維持、微増、右肩上がりに分類 ＋ 新規に指標を設定

Ⅴ 第２次の取組の成果とＫＰＩ 【新規追加】 P.9～

基本的施策 指標名
基準値 目標値

R6 R8 R9 R10 R11 方針

１ 人材の育成等

県芸術祭の参加者数 28,029人 28,250人 28,500人 28,750人 29,000人 微増

県芸術祭美術展覧会の出品者数 1,857人 1,860人 1,870人 1,880人 1,900人 微増

関連事業※の参加者数
   ※文化芸術体験出前講座、器楽セミナー

22,288人 22,300人 22,300人 22,300人 22,300人 現状維持

２ 文化の振興

県民文化センターの利用者数 27万人 31万人 32万人 33万人 34万人 微増

県民文化センターの稼働率 63% 66% 67% 68% 69% 微増

伝統文化団体への発表機会提供 35団体 37団体 40団体 42団体 45団体 右肩上がり

３ 文化的資産の活用等 ―

４ 文化的活動
  の充実

現代茨城作家美術展の入場者数 8,515人 － 8,800人 － 9,000人 微増

移動展覧会の参加者数（３会場で開催） 10,649人 11,000人 12,000人 13,000人 14,000人 右肩上がり

５ 文化活動の
  支援体制の
  充実等

各種媒体を通じた文化情報の発信件数 546件 590件 630件 670件 710件 右肩上がり

アクアワールド大洗水族館の入館者数 126万人 126万人 128万人 126万人 126万人 現状維持



４ 第３次アクションプランの改定のポイント

資料１

（２）各項目の主な変更点等について

「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について
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１ 茨城県芸術祭（P.9）

➢ 参加者数実績は頭打ち傾向 → 潜在的参加者や若年層に向けてSNS広報を強化し【微増】を目指す

➢ 「人材の育成」をより適切に測るため指標を追加 → 美術展覧会出品者数の【微増】を目指す

２ 文化芸術体験出前講座、水戸室内管弦楽団メンバーによる器楽セミナー（P.9）

➢ 目標値達成、運営上のキャパシティに到達 → 【現状維持】、内容の充実や地域の偏り解消に努める

美術展覧会出品者数(Ｒ７)

• 茨城県芸術祭美術展覧会（通称：『県

展』）は、茨城県、茨城県教育委員会、

茨城文化団体連合などが主催する全県

的な公募展

• 新人発掘の場としての県展を維持して

いくために、学生や新人の出品作家の

増加が必要

➢ 特に、県内の大学への出品勧奨など、

学生の出品増に取り組む

一般公募 

1,165 , 

63.0%

一般公募

（学生）

114 , 

6.2%

会員

 570 , 

30.8%

一般公募 一般公募（学生） 会員

全体出品者数
内訳

一般公募 1,165

一般公募
（学生）

114

会員 570

合計
(全体)

1,849

学生出品部門内訳

日本画 4

洋画 5

彫刻 4

工芸 1

書 39

写真 3

デザイン 58

合計 114

Ⅴ 第２次の取組の成果とＫＰＩ 【新規追加】 P.9～



３ 県民文化センター（P.10）

➢ 水戸市民会館及び指定管理者変更の影響があり、施設利用者数は減少傾向で目標値未達

→ 新たな需要の発掘に努め、R4(2022)年度（水戸市民会館開館前）の水準【微増】を目指す

➢ 施設が有効利用されているかをより適切に測るため指標を追加

→ R4(2022)年度の水準の施設稼働率【微増】を目指す

４ 伝統文化団体への発表機会提供（P.10）

➢ 出演団体数の実績は増加傾向、R7(2025)年度も目標値にあと１団体で到達

→ 発表機会を求める団体は多いため【右肩上がり】で増加を目指す

５ 現美展（正式名称 現代茨城作家美術展）（P.11）
➢ 参加者数の実績は微増傾向 → 潜在的参加者や若年層に向けてSNS広報を強化し【微増】を目指す

６ 移動展覧会（P.11）
➢ YouTube配信閲覧数を含む参加者数は増加傾向 → 実績値の推移を考慮し【右肩上がり】で増加を目指す

７ 各種媒体を通じた文化情報の発信（P.12）
➢ 発信件数の実績は増加傾向 → 実績値の推移を考慮し【右肩上がり】で増加を目指す

８ アクアワールド茨城県大洗水族館（P.12）
➢ 入館者数の実績は増加傾向 → 施設のキャパシティを考慮し【現状維持】を目標とする

４ 第３次アクションプランの改定のポイント

資料１

（２）各項目の主な変更点等について

「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について
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Ⅴ 第２次の取組の成果とＫＰＩ 【新規追加】 P.9～



• 次の５つの理由により修正

Ⓐ予算ベースの名称で分かりにくい記載を、具体的な取組の名称に改めるもの → 新旧対照表に青字で記載

Ⓑ国の動向や委員のご意見を踏まえて、追加・変更するもの

Ⓒ条例制定から10年が経過し、一定の役割を終えたと思われる取組を外すもの 新旧対照表に赤字で記載

Ⓓ既存事業で取組に入っていない事業があったため追加するもの

Ⓔその他の文言等所要の修正

２ 文化の振興（１）芸術の振興（P.15）

➢ 主要施策◎県民文化センターのさらなる魅力向上【新規】

→ 利用者・稼働率向上に向け、新たな需要の発掘に取り組むことを念頭に施策名称を変更

４ 第３次アクションプランの改定のポイント

資料１

（２）各項目の主な変更点等について

「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について
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Ⅶ 施策及び数値目標一覧 【修正】 P.14～

２ 文化の振興 主要施策 追加 Ⓑ
◎県民文化センターのさらなる魅力向上 【新規】

②時代のニーズに対応した県民文化センターの新たな活用★３ 生活文化課



３ 文化的資産の活用等（１）文化的資産の活用（P.15）

➢ 主要施策◎観光・産業振興や地域振興等への活用

→ 「文化観光等推進ワーキングチーム※後述」設置を想定した取組を記載

➢ 国の動向や委員のご意見を踏まえて、

◎博物館等の展示等の充実及び地域との連携による魅力向上【新規】を追加

関連施策として県立博物館６館の取組を記載

４ 第３次アクションプランの改定のポイント

資料１

（２）各項目の主な変更点等について

「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について
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Ⅶ 施策及び数値目標一覧 【修正】 P.14～

３ 文化的資源
の活用等

関連施策

(1) 文化的資産の活用

追加 Ⓑ ◎博物館等の展示等の充実及び地域との連携による魅力向上 【新規】

追加 Ⓐ,Ⓑ 再掲近代美術館による展示・普及等の取組 文化課

追加 Ⓐ,Ⓑ 再掲つくば美術館による普及等の取組 文化課

追加 Ⓐ,Ⓑ 再掲天心記念五浦美術館による展示・普及等の取組 文化課

追加 Ⓐ,Ⓑ 再掲陶芸美術館による展示・普及等の取組 文化課

追加 Ⓐ,Ⓑ 再掲自然博物館による展示・普及等の取組 文化課

追加 Ⓐ,Ⓑ 再掲歴史館による展示・普及等の取組 文化課

３ 文化的資源
の活用等

主要施策

(1) 文化的資産の活用

◎観光・産業振興や地域振興等への活用

追加 Ⓑ ①文化施設を活用した文化観光等の推進【新規】
生活文化課、文化課、観光戦略課、
観光誘客課、地域振興課、県北振興局



資料１「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について
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１ 茨城県総合計画の審議状況について

２ これまでの審議内容・ご意見について

３ 行政監査報告書について

４ 「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」改定のポイント

５ 「文化観光等推進ワーキングチーム」の設置について

説明内容



５ 「文化観光等推進ワーキングチーム」の設置について

資料１「第３次茨城県文化振興計画アクションプラン」（案）について
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・日 時：2025 年12 月22 日(月) 
・出席課：生活文化課、文化課、観光戦略課、観光誘客課、地域振興課、県北振興局（６課）
・議 題

１ 令和７年度行政監査報告書における意見（提言）について
２ 文化振興計画アクションプランへの反映について
３ 教育庁と知事部局を横断したネットワークの形成について

→ 上記の６課でワーキングチームを設置（令和８年４月）

令和７年度行政監査報告書「美術館・博物館のあり方に関する提言」を踏まえた関係課打ち合わせ

３ 文化的資源
の活用等

主要施策

(1) 文化的資産の活用

◎観光・産業振興や地域振興等への活用

追加 Ⓑ ①文化施設を活用した文化観光等の推進【新規】
生活文化課、文化課、観光戦略課、
観光誘客課、地域振興課、県北振興局

ご審議いただきたい内容
・アクションプランへの反映
・ワーキングチームの設置
・活動を文化審議会に報告
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